
生 活 の 約 束 
 

本校生徒としての自覚と誇りをもち、個性の伸長を図るとともに、明るく自由な学校を築くため

に、学校生活の約束を定めています。協力して守れるよう努力してください。 

 

１．制 服 

瀬田北中学校開校 40周年を控えて、令和 2年度入学生より男女ともに制服を一新しました。 
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・本校指定カッターシャツ 

・本校指定のブレザー着用可。 

 ※ブレザー着用時はネクタイをすること。 

・本校指定のセーター着用可。 

※ブレザーの下に華美でないセーター着用可。 

ただし、儀式的行事（始業式等）は本校指定 

セーターのみ着用可。 

 ※登下校時の防寒着着用可。 

・本校指定スラックス 

 
 

 上 衣 下 衣 

 

 

女 

 

子 
 

・本校指定カッターシャツ 

・本校指定のブレザー着用可。 

 ※ブレザー着用時はリボンまたはネクタイをすること。 

・本校指定のセーター着用可。 

※ブレザーの下に華美でないセーター着用可。 

ただし、儀式的行事（始業式等）は本校指定 

セーターのみ着用可。 

 ※登下校時の防寒着着用可。 

・本校指定のスカート 

または 

・本校指定のスラックス 

 
 

 

■ 制服取扱販売店 

アルプラザ瀬田 ［月輪 1-3-8］℡077(543)3111 

ロ ン グ［一里山 5-9-7］℡077(545)7501 

コ ン セ［瀬田 1-17-14］℡077(545)0031 

山崎商店［大萱 2-23-19］℡077(545)2614 
 

２．頭 髪 

 ア．中学生らしく、つねに清潔に保つこと。 

 イ．整髪料の使用や染色、脱色をしない。 

 ウ．派手なアクセサリー類は使用しない。 

３．靴  

 通学靴：保健体育科で運動できる靴。天候に応じて長靴、レインシューズ可。 

 上靴、体育館シューズ：学校指定のもの。 

４．校章・名札 

 名札は指定のものを定められたところにつけること。 

５．体育用の服装 

学校指定の長袖ジャージ、半袖シャツ、ハーフパンツを用います。 

部活動で、各部が独自に使う服装は、体育の授業では使用できません。 
 



６．通学カバン  

  通学カバンについては特に指定しません。ただし、以下の点について留意する。 

  ○盗難防止のため高価で華美な物は避ける。○安全のため両肩に背負えるタイプが望ましい。 
 

７．通学時に気をつけるべきこと  

  ＊登下校の時は、交通ルールをしっかり守り、寄り道をせず届け出た通学路を通る。 

  ＊一旦、学校へ登校したら、無断で校外へ出てはいけません。（給食を摂らない場合に、登校 

時、昼食を購入することは認めていますが下校時に店舗に寄ることは禁止されています。） 

  ＊通学方法は、徒歩・交通機関を利用しての通学となります。ただし、ボート部員については 

琵琶湖漕艇場で活動する日に限り自転車での通学を認めています。（特別許可願が必要） 

 

 

 

８．昼食 

給食がなく、午後からも活動する日は弁当持参となります。弁当を準備できない場合は、登 

校途中にコンビニ等で購入して持参してもかまいません。 
 

９．大切に実行してほしいこと  

○気持ちよく友達と接し、いじめ等のない楽しい学級・学校をつくりましょう。 

○言葉は、正しく、ていねいに使いましょう。 

○お互いにあいさつを、先生や来客、大人に対して節度ある態度で接しましょう。 

友達、先輩、後輩、先生はもちろん、学校へ来られるお客さんや保護者の方、地域の方など、

広く社会の方に進んであいさつしましょう。 

○身だしなみを整えましょう。（服装、頭髪、靴のかかとを踏まないなど･･･） 

○授業を大切にし、学習する雰囲気を作りましょう。自己学習、家庭学習を大切にしましょう。 

○チャイムがなったら、席について学習を始めましょう。(10分間休みで、次の授業準備をしよう) 

○公共物は大切に扱い、利用した物や部屋を美しく保ちましょう。 

   校内の物を壊してしまったときには、すぐに先生に届け、指示に従いましょう。 

＊破損の理由によっては保護者に弁償を求めることがあります。 

○社会の一員として自覚をもち、地域の行事には積極的に参加しましょう。 

○自分の持ち物には、必ず、学年・組・氏名を書き、しっかり管理しましょう。 

○生徒証は、瀬田北中学校の生徒であることを示すものなので常に携帯しましょう。 

 

９．やってはいけないこと 

○特別教室などの部屋には先生の許可無く無断で入りません。 

○お金の貸し借り、物の売り買い、交換はしません。 

○学校生活に不要な物は、学校へ持ち込みません。 

○スマートフォン・携帯電話の持込みは原則禁止です。必要ではないお金も持込みません。 

   ※インターネット、携帯メール等の利用に関しては、マナーをしっかり守ろう。また、興味本位

から有害サイトにアクセスすることによる被害から身を守ろう。 

○染髪、まゆ毛の変形、化粧、ピアス、マニキュアなどは禁止しています。 

○危険な遊び（火遊び、エアーガン、刃物、爆竹など）をしないこと。また、みだりに遊技場など

へ出入りしないこと。加えて、深夜の出歩きはトラブルの元となります。 

平成 28年 10月 1日より自転車を保有するすべての県民に「自転車損害賠償保険の加

入義務」が課され、自転車通学は自転車損害賠償保険の加入が条件となります。 



 
 
 
 
 

○制服のままでの大型店舗への出入りはしない。 

○アルバイトは禁止です。 

○触法・犯罪行為、不良行為（万引き、かけごと、窃盗、喫煙、飲酒など）は絶対にしないこと。 

尚、文科省の通達により、滋賀県では、生徒個々の安心安全を確保するため迅速かつ適正

に対応するため、「学校問題行動対策会議(SPAC)」を開催するなど学校と警察及び関係機関と

の連携を強化しています。 

■ 悩みがあれば 

困ったことや悩みがあれば、家族、友達、先生、スクールカウンセラーなど、相談しやすい人

に遠慮なく相談しよう。 

 

 

 

 

 

 

子ども SOSダイヤル        0120-078-310 【24時間】 

滋賀県子ども・子育て応援センター 077-524-2030 【9時～21時】 

おおつっこ ほっとダイヤル    0120-025-528 【平日 9時～17時】 

子どもナイトダイヤル       077-523-1501 【17時～21時】 

おおつっこ相談 LINE（ LINEを利用したいじめ相談 ）【17時～21時】 

おおつ子ども相談ほっとダイヤル（大津少年センター） 077-522-3721 【9時～17時】 

＊「滋賀県青少年の健全育成に関する条例」により 23時から翌朝 5時までの間は保護者 

 同伴の有無を問わずカラオケボックス等の店舗の出入りは禁止されています。 

 


